
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　文
　　　　　１　原告の請求をいずれも棄却する。
　　　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第１　請求
　１　主位的請求

被告は，原告に対し，６億４００９万８０３５円及びこれに対する平成１４年１月２２
日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

　２　予備的請求
被告は，原告に対し，５億８５５８万４２３５円及びこれに対する平成１４年１月２２

日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２　事案の概要

本件は，自動車部品の製造等を営む原告が既設工場の移転を企図して，被告が
整備・分譲したソフトリサーチパーク「情報の森とちぎ」の一部区画を購入したところ，
同購入地上に工場を建築することができなかったことから，被告に対し，主位的に，
被告の債務不履行により工場の建築ができなかったと主張して売買契約を解除し，
支払済みの売買代金の返還と債務不履行に基づく損害賠償の支払を請求し，予備
的に，仮に被告の債務不履行が認められないとしても，原告は，同購入地上に工場
を建築することができると誤信して売買契約をしたので売買契約が錯誤により無効で
あると主張して，支払済みの売買代金の返還を請求した事案である。

　１　争いのない事実等（証拠の記載のない事実は当事者間に争いがない。）
　　(1)　原告は，自動車部品の製造等を目的とする株式会社である。被告は，a県産業
の発展のため同県内での工業団地の開発分譲な　　　どを目的とし，a県が全額出資し
ているa県の外郭団体（特殊法人）である。
　　(2)　原告は，a県b郡c町に立地しているものを含め県内に４つの工場を所有していた

が，これらは分散しており，手狭になっていた（床面積合計９１２．３４坪）ことか
ら，工場を集約するために，平成２年春以降，床面積１５００坪以上の工場が建
築でき，かつ，安価な労働力を得られる工場敷地を探していた（原告代表者）。

　　(3)　a県は，平成４年ころ，ソフトウェア業等の情報関連企業のほか，地域産業の高
度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（以下「頭脳立地法」とい
う。）が定める１６業種に属する事業等（以下「特定事業等」という。）を立地・集積
するために，同県b郡c町eに約２４．１ha（Ⅰ期，Ⅱ期計画合計）のソフトリサーチ
パーク「情報の森とちぎ」（以下「情報の森とちぎ」という。）の整備計画を策定し，
被告が整備・分譲主体となり，平成１２年度末にⅡ期工事も含めて完成した。
　なお，情報の森とちぎに立地することを希望する企業等は，被告に売買申込書
を提出した上，被告の企業誘致検討委員会（会長；被告の常務理事，委員；a県
商工労働観光部商工振興課長等の職にある者，関係市町村企業誘導担当課長
等の職にある者，被告の総務部長，用地部長，工務部長及び企業誘導の職に
ある者）において，分譲の適否等の審査を受けることになるが，実際には，情報
の森とちぎへ企業等を誘致する窓口となっている関係市町村が，当該企業が特
定事業等に該当する事業を行っているかなどを判断して事実上の選別を行い，
続いてa県商工労働観光部商工振興課（以下「県商工振興課」という。）によっ
て，当該企業が特定事業等に該当する事業を行っているかどうか，当該企業が
情報の森とちぎに立地後，特定事業等を行う計画と意欲を持っているかどうかな
どについて調査し，その選別が行われていた。以上の選別を経て，県商工振興
課の結論が出た後に，当該企業から被告に売買申込書が提出されるのが通例
であり，本件についても同様の経過をたどった。

　　(4)　原告は，従業員の雇用の継続性及び移転費用の経済性等から，情報の森とち
ぎに既設工場を移転することを希望し，c町に対し，情報の森とちぎは原則として
製造業は入居不可のところ，県に働きかけて原告が入居できるようにしてもらい
たいとの要請を行った（甲７，原告代表者）。そして，原告は，平成８年１０月２２
日ころ，c町商工開発課（以下「町開発課」という。）に対し，参考書類として，①平
成８年１０月２２日付け「当社の商品開発の概要」と題する書面，②同月末日まで
との断り書きのある「全社組織表（旧）」と題する書面，③同年１１月現在と断り書
きのある「工場組織表（新）」と題する書面，④「ＲＱＣ成果発表大会発表ストーリ
ー参考メモ」と題する書面，⑤「開発推進一覧表」と題する書面，⑥「Ａ産業株式



会社ＥＤＰシステム」と題する図面（乙６の１ないし６）を提出した。さらに，原告
は，同年１１月６日ころ，町開発課に対し，参考書類として，⑦同日付け「ソフト団
地　平面図（譲渡区画：B～１．２．３を想定）」と題する書面，⑧同日付け「Ａ産業
（株）ソフトリサーチパーク平面図［案］（Ｂ１．２．３）」と題する工場の図面（乙７の
１，２）を提出した（これらの書類等は，いずれもc町を介して被告にも写しが提出
された。）。
　これらの図面上では，原告は，情報の森とちぎの区画番号Ｂ１，Ｂ２，Ｂ３の３区
画の土地を取得することを希望するとともに，当該３区画の土地を区分して，うち
２３１０㎡に開発・技術部門を置くとし，うち９９０㎡に管理・製造部門を置くとして
いた。

　　(5)　県商工振興課産業基盤整備室の担当者は，町開発課課長らとともに，平成９年
２月２８日，c町所在の原告の工場を訪れ，原告代表取締役Ｂ（以下「Ｂ社長」とい
う。）らから事情を聴取し，企業調査を行った。　原告は，調査を受ける際に，町
開発課及び県商工振興課に対し，参考資料として，①Ｃ株式会社との間の「取引
基本契約書」，②同社との間の「発明に関する工業所有権契約書」，③同社との
間の「共同研究契約書」，④Ｄ株式会社との間の「共同研究契約書」，⑤同社と
の間の「工業所有権に関する契約書」，⑥工程監査スケジュール（乙１０の１ない
し７）等を提出した（これらの書類等は，いずれもc町を介して被告にも写しが提出
された。）。
　企業調査に際し町開発課及び県商工振興課に提出されたＢ社長作成の書面
には，「原告は下請的加工メーカーではなく，一流メーカー本社事業部や本社研
究所との量産移行までの共同研究開発パートナーの継続的地位を得てお
り，・・・。原告は研究・開発の成果の一部を原告の工場で量産しているが，これ
らはデザイン，ソフト，開発と製造のノウハウ，知的所有権を包含し，集大成した
ものである。立地を認可戴ければ，更に合理的，合目的の研究・開発機能の充
実と展開を図る予定である。」と記載されていた。

　　(6)　県商工振興課は，企業調査等を踏まえ，原告の情報の森とちぎへの立地を認め
る方向での結論を出し，同年３月１３日ころ，町開発課を介してこのことを原告に
伝えた。
　その後，原告は，同月２５日，被告に対し，同月２１日付けの土地売買申込書
を提出したが，同申込書の事業内容欄には「製造」との記載があった。被告は，
同年５月１６日に開催された企業誘致検討委員会において，原告の立地の適否
を検討し，立地を可とした（証人Ｅ）。

　　(7)　原告は，被告に提出した上記土地売買申込書において，土地売買希望時期を
同年４月，社屋等の建設着工予定時期を同年１１月，竣工予定時期を平成１０
年１１月と記載していたが，土地取得資金を他の資産譲渡代金をもって充当する
ため，税務上の関連から時間を要することを理由に，平成９年６月１９日及び平
成１０年５月１１日の２回にわたって土地売買希望時期等を変更する旨の各申し
出をした。以上の経過を経て，原告と被告は，同年８月２１日，別紙物件目録記
載の土地（以下「本件敷地」という。）を５億８５５８万４２３５円で原告が被告から
購入する旨の売買契約（以下「本件売買契約」という。）を締結し，その後，原告
は代金を支払い，所有権移転登記も完了した。なお，情報の森とちぎの区域に
は建築協定（以下「本件協定」という。）があり，本件売買契約の時点では既にa
県知事による本件協定の認可及び公告がなされていたので，本件敷地を購入し
た原告も本件協定に拘束されることとなった。本件協定では，建築協定運営委
員会が必要と認めたときを除いて工場の建築を禁止すると規定して，建築物の
用途を制限していた。

　　(8)　原告は，平成１２年９月４日，c町長に対し，本件敷地を被告に返還したいとの意
向を示した上，同月１４日，被告に対し，「立地する施設の建築設計図を作成し
た。工場立地法やa県の関係条例の届出など障害が生じないか，被告の考えを
月末ころまでに聞きたい。」旨の申し出をした。
　これに対し，被告は，同月２２日，県商工振興課及び町開発課の各担当者の
出席を得て，原告から提出された設計図面に基づいて協議し，同月２６日ころ，
原告に対し，被告が承認した建築計画のとおり試験研究型企業としての事業を
行う施設を建設して貰いたい，製品の製造工場を造るために建築協定運営委員
会に申請しても承認されないであろうとの被告の回答を伝えた。　さらに，原告



は，同月２７日，被告に対し，情報の森とちぎに研究開発施設を立地することは
困難であり，製造工場の立地しか考えていないので，撤退することとしたい，原
告は建築協定運営委員会への工場立地申請はしない，
今後は契約書に基づく買戻しについて協議したい，ペナルティの軽減をお願いし
たい旨申し入れた。
　そこで，原告と被告は，原告の撤退について複数回の協議を行ったが，合意に
至らなかった。

　　(9)　原告は，平成１３年１月３１日，建築協定運営委員会に対し，本件敷地上に工場
を建設する計画概要書，設計図を提出して工場　　　　建築の承認を求める申請をした。
同年２月２６日に開催された同委員会で審議された結果，原告の建築予定物は工場で
あり，用途　　　　制限に該当するので承認できないことで意見が一致し，同委員会は，
同年３月２３日，その旨を原告に通知した。
　　(10)　原告は，被告に対し，平成１４年１月２１日到達の本件訴状をもって本件売買契

約を解除する旨の意思表示をした（顕著な事実）。
　２　争点及び争点に関する当事者双方の主張
　　(1)　原告と被告との間で，本件売買契約に際して，本件敷地上に原告が工場を建築

することを被告が認めるとの暗黙の合意がなされたか。
　　（原告の主張）

原告は，被告との問で，原告については本件協定の用途制限条項を適用せ
ず，例外的に工場建築を認めるとの暗黙の合意（以下「本件合意」という。）をし
た。

　　　ア　原告は，既存工場が手狭になったために，情報の森とちぎ内に工場用地を求
めたのであって，c町に対し，工場の拡張移転のた　　　　め情報の森とちぎに入居した
いことを継続して説明していた。このような原告の意向を受けて，c町は，a県及び被告に
対し，工場が　　　　町外に流失してしまう，原告が製造するものは小さな自動車部品で
あり，騒音や振動などの公害は心配がない，被告においても受　　　　入れを検討して欲
しいなどと述べて（乙１５の５），情報の森とちぎ内に原告が工場用地を求められるように
積極的に働きかけをし　　　　　た。原告は，c町から，情報の森とちぎには原則としてメー
カーは入居できないが，原告については特別扱いとして県に認めてもらう　　　　と言わ
れていたので，既存工場を本件敷地に全部移転することとし，本件敷地において工場を
建築する希望を示すものとして土地　　　　売買契約申込書の事業内容を記載する欄に
「製造」と明記した。被告は，原告が本件敷地上に工場を建築することを十分に認識し　
　　　ながら本件売買契約を締結した。
　　　イ　原告は，本件敷地の売買交渉中の平成９年２月２１日，c町の担当者から，「県
と町が原告を情報の森とちぎに誘致するということ　　　　で決まった。頭脳立地法に該
当するか否か県とも検討したが，県は該当しないので苦慮しているわけです。」，「残り
は県の審議会　　　　にかけるための理由，資料作りで，その一つが工場視察です。県
は原告工場の視察について審議会へ提出する報告書作成に苦　　　　　慮している様子
です。県部内では原告は製造メーカーだと主張するやつもいるらしいですが，政治的解
決をする予定です。」と言わ　　　　れた（甲１１）。

　また，原告と被告は，平成１０年５月１１日，原告が情報の森とちぎに工場を
建築することを前提に，その時生じる種々の問題をどうするか協議し，その
際，被告の担当者から，「原告が購入する土地につき，工場立地法に基づく工
場立地審議会にかかるか否かを心配している。その理由が情報の森とちぎが
情報産業か研究施設の誘致を目的としたプロジェクトであり，誘致している他
企業からクレームが来る可能性があるからである。」との発言があった（甲１
７，乙２６）。
　建築協定運営委員会において原告の入居が否決された後の平成１３年４月
２４日に行われた原告とc町との協議において，c町の担当者は，「原告の情報
の森とちぎへの進出に至る経過について認識に違いはない」，「研究開発部
門と製造部門の割合について変更する等の措置を講ずれば，これまでの経過
もあることから施設の建設について認定することも可能と思われる。」と述べた
（甲２２）。
　以上の発言からして，被告が，原告を特別に扱い，工場建築を前提として入
居を許可したことが明らかである。

　　（被告の主張）



　　　ア　情報の森とちぎに工場を立地することはできないとされており，被告は，原告が
情報の森とちぎにおいて，工場を建設する計画を有しているとは全く認識していなかっ
たのであるから，本件合意が成立する余地はない。
　　　イ　原告が提出した平面図（乙７の１，２）では，原告の予定建築物が「工場」に該当
するおそれがあったことから，県は，補充資料を徴求した。原告は，提出した補充資料
（甲１５の１）において，同平面図の管理製造部門とは，開発・試作品等の開発・管理等
に関連するものであり，工場と評価されるものでないと説明した。
　　　ウ　原告は，土地売買申込書に「製造」との文言があると主張するが，被告は，情
報の森とちぎにおける研究開発に伴う製品試作（製造）があり得ることを認めており（乙
１５の１），土地売買申込書（甲１５の２）の「製造」もそのような意味に認識していたに過
ぎない。
　　　工　乙第１５号証の５の文書は，情報の森とちぎに企業を誘致する職務を行ってい
た被告の職員が異動するにあたって後任者のために備忘用として作成したものであり，
県の企業誘致検討委員会の討議資料として提出された同号証の１ないし４とは全く関係
を持たない。また，同文書は，職員が記憶にあるままに原告と情報の森とちぎが関係す
る事項を記載したものであり，原告の研究開発の設備が情報の森とちぎに立地されるこ
とになった端緒を記載したものに過ぎない。
　　　オ　甲第２２号証の文書は，その記載内容は，「原告の情報の森とちぎへの進出に
至る経過」について同じ認識を有していると述べているだけであり，原告の工場を認める
に至った経過とは表現されていないばかりか，c町は，原告の工場建築に対する後押し
については，内部で検討すると述べ，極めて慎重な対応をしていた。さらに，「これまで
の経過もあることから施設の建設について認定することも可能と思われる。」との記載に
ついては，研究開発部門と製造部門の割合を変更するなどの措置を講じれば，全体的
にみて研究開発部門の施設の立地とみることも可能であるから，認められる可能性は
あるという趣旨に理解するのが自然である。
　　（原告の反論）
　　　ア　上記平面図（乙７の１，２）について，原告は，c町から研究，開発部門を強調す
るように指導されたが，それでも製造部門を全くゼロにすることは余りにも事実に反する
ので，控えめながらＢゾーンを管理製造部門として全体の３割としたのである。そして，
管理製造部門は，マシン室，成形室などと工場を意味する部屋が予定されている。被告
は，Ｂゾーンは試作品等の製品を製造する部門と理解したと主張するが，試作で作られ
るものは「試作品」と呼ばれ，「製品」とはいわない。したがって，工場を建てるということ
が，同図面によって示されているのである。
　　　イ　また，甲第１５号証の１の文書においても，成形「製品」の組立，加工と説明して
おり，開発，試作品及び完成製品の保管をする場所として，試作品と完成製品を明確に
区別し，製造部門が存在することを示している。
　　　ウ　原告は自動車用パーツメーカーであり，これを試作する建物の面積はわずかで
足り，マシン室や成形室は必要ない。　被告は，情報の森とちぎにおいても試作品の製
造は認められていたと主張するが，企業誘致検討委員会結果（乙１５の１）には，産業基
盤整備室の課長補佐の発言として，「製造については商品を卸すということでパーク概
念には一致しないが，製造をしてはいけないとは思っていない。製造することは，条例に
基づく書類の提出を要するのではないかと考えられるため，基盤室に相談してくれれば
検討したい。」と記載されており，県において，原告が本件敷地で試作品の製造ではな
く，製品の製造を行うことを認識していたことは明らかである。また，その添付資料（乙１
５の３）の「団地で行う事業」欄にも，「製造」と明記されている。
　　(2)　被告は，本件合意に違反したか。
　　（原告の主張）
　　　ア　被告は，本件合意に基づき，原告に対し，将来原告が本件敷地に工場を建築
するときには，建築協定運営委員会での審査を始め，諸手続が円滑に進むよう方策を
講じる義務を負った。
　　　イ　原告は，平成１３年２月２６日に開催された建築協定運営委員会において，本
件敷地上に工場を建築する計画概要書及び設計図を提出したが，同委員会は審議の
結果，原告が計画している建物は工場であり，本件協定の用途制限に該当するので承
認できないとの結論を出した。原告は，c町と協議し，本件合意の存在を主張し，c町を介
して被告に対し，本件合意に基づく義務を履行するよう催告した。
　　　ウ　ところが，被告は，本件敷地上に工場を立てることは本件協定の趣旨に反する
との態度を変えず，何らの方策も論じなかった。



　　　工　原告は，被告の債務不履行により５４５１万３８００円（不動産取得税６７５万５２
００円，移転登記登録免許税６７５万４６００円，契約書印紙税１８万円，本件敷地購入
資金の借入利息４０８２万４０００円）の損害を被った。
　　　オ　よって，原告は，被告に対し，主位的に，債務不履行解除に基づく原状回復請
求権に基づき５億８５５８万４２３５円及び債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づき
５４５１万３８００円並びにその合計６億４００９万８０３５円に対する本件訴状送達の日の
翌日である平成１４年１月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金の支払を求める。
　　（被告の主張）
　　　　被告は，原告との間で本件合意を締結した事実がないから，原告が主張する義
務を負担していない。
　　(3)　本件売買契約は，錯誤により無効か。
　　（原告の主張）
　　　ア　原告は，既存工場を一か所に集中させる目的で本件敷地を購入したものであ
るところ，原告は，本件売買契約締結に際し，次のとおり，仲立ちしたc町を介して上記
の動機を県及び被告に表示した。
　　　　(ア)　原告は，当初より本件敷地において工場の立地を希望する旨c町に告げて

おり，少なくともc町に原告の動機が表示されていることは明らかである。c
町は，本件において，原告と県及び被告との間を仲立ちしていたのであり，
原告がc町に提供した本件売買に関する情報は，c町から全て県及び被告
に取り次がれた。　原告は，c町の担当者から，役所はメーカーは入居でき
ないとの建前が優先するから，その建前に沿った言動をするようにとの指
導を受けたため，これに従って行動した経緯はあるが，情報の森とちぎに工
場を入居したいとの意思で行動していた。
　この点について，被告は，原告はc町から動機を被告に直接表示しないよ
う指導を受けていたことを自認しているから，原告の動機は県や被告には
十分に表示されていないと主張する。しかし，原告は，公式には工場の立
地が不可であり，例外として工場の立地が認められるものであるから，公式
の部分にあからさまに反するようなことをしないよう指導を受けたに過ぎず，
動機を被告に表示してはならないとの指導を受けたわけではない。非公式
には，c町を介して県や被告に対し，原告の動機が表示されていることは，c
町と県及び被告との関係からして当然である。

　　　　(イ)　被告内部の書類（乙１５の５）においても，平成８年に，c町が被告に対し，同
町において工場を操業中の原告が情報の森とちぎに移転したいとの相談
が同町にあり，町としては移転を進めないと工場が町外に流出してしまうと
明記されており，原告の動機が被告に表示されていたことが明らかであっ
た。また，原告が被告に提出した土地売買申込書（甲１５の２）に「製造」と
の記載があり，平面図（甲１４の１）にも製造部門を表す「自動機ゾーン」，
「出荷ゾーン」，「成形ゾーン」，「組立検査ライン」との記載があり，ソフト団
地業務内容ご連絡の件と題する書面（甲１５の１）にも，Ａゾーンが開発・技
術部門，Ｂゾーンが管理・製造部門と明記した上，成形室で成形製品の組
立加工する機械の設置場所との記載，完成品倉庫との記載があった。

　　　イ　原告は，既存工場全部を本件敷地に移転することを企図していたのであるか
ら，本件敷地上に工場を建築することができないのであれば，原告のみならず，通常人
においても本件売買契約を締結しなかったのであり，本件売買契約には，要素の錯誤
があった。
　　　ウ　したがって，本件売買契約は，錯誤により無効であり，原告は，被告に対し，予
備的に，不当利得返還請求権に基づき，５億８５５８万４２３５円及びこれに対する本件
訴状送達の日の翌日である平成１４年１月２２日から支払済みまで民法所定の年５分の
割合による遅延損害金の支払を求める。
　　（被告の主張）
　　　ア　原告は，c町の担当者から，役所はメーカーは入居できないとの建前が優先す
るから，その建前に沿った言動をするようにとの指導を受けたたことを自認している。し
たがって，原告からc町には原告の動機が表示されていたといえるとしても，原告は，被
告に動機を表示しないよう指導を受けていたのであるから，県や被告に対しては，原告
の動機は十分に表示されなかった（なお，被告ないし県は，動機がc町に表示されれば，



同町から直ちにこれを伝えられる関係にはなかった。）。
　　　イ(ア)　原告は，平成８年ころ，工場を情報の森とちぎに移転したいとの希望を一時
表示したことがあったが（乙１５の５），その後は，その希望を被告に秘匿して交渉を行
い，本件売買契約を締結した。
　　　　(イ)　上記争点(1)に関する被告の主張のとおり，甲第１５号証の２の土地売買申

込書及び甲第１５号証の１の書面に原告主張の各記載があったことをもっ
て，原告の動機が被告に表示されたとはいえない。被告は，甲第１４号証の
１の平面図を本件売買契約締結までに受け取っていない。

　　　ウ　被告は原告から動機を表示されなかった以上，原告の錯誤無効の主張は失当
である。
　　(4)　原告の錯誤には重大な過失があるか。
　　（被告の主張）
　　　　原告は，情報の森とちぎに工場を立地することができないことを十分認識してい
たにもかかわらず，本件敷地に工場を建築できると考えて本件売買契約を締結したこと
は軽率であり，原告には，錯誤をしたことについて，重大な過失があるから，原告は，錯
誤無効を主張することができない。
第３　争点に対する判断
　１　上記争いのない事実等と，証拠（甲１ないし３，４の１及び２，５の１ないし３，６ない
し９，１１，１４の２及び３，１５の１及び２，１７ないし１９，２０の１及び３，２１，２２，２４，乙
１，２，３の２，６の１ないし３，７の１及び２，８，１０の１ないし７，１１ないし１３，１５の１な
いし５，１６の１及び２，１７の１及び２，１９ないし２３，２６，２９，３０，３３の６，３５ないし４
１，４２の１及び２，証人Ｅ，証人Ｆ，原告代表者）及び弁論の全趣旨を総合すれば，本件
売買契約に至る経緯等について，次の事実が認められる。
　　(1)　原告は，自動車部品の製造を主たる業務とする株式会社であり，その主製品

は，自動車計器板用電球ソケットや照明パーツ，エンプラ成形パーツ及び特殊
加工パーツ等である。原告は，いずれもc町に床面積１３１９㎡の宇都宮第一工
場，同１１０２㎡の宇都宮第二工場及び同２２０㎡の宇都宮第三工場を有してい
た（なお，原告は，その他に，同３７５㎡の南那須工場を有していたが，南那須工
場はその後閉鎖されていた。）。
　原告は，開発部門として，東京本社に開発部（人員７名[平成８年１０月末日ま
で]）を有し，宇都宮工場に技術部（人員５名[同日まで]）を有している。なお，宇
都宮工場の開発関係部門は，同工場の組織変更により，開発部，製造・管理部
門内の経理・ＥＤＰグループ及び品質保証部内の生産技術グループとなり，担当
者は合計７名となった。なお，同年１０月末日現在の原告の社員数は，嘱託社
員，パート及びアルバイトを含めて８５名である。

　　(2)　情報の森とちぎは，主として情報関連企業や研究開発型企業の集積拠点とさ
れ，頭脳立地計画（宇都宮地域集積促進計画）における中核的な業務用地とし
ての位置付けがされ，情報関連産業の技術高度化と地域産業の高度化の促進
が整備目的とされていた。
　情報の森とちぎは，その整備目的に沿って，情報関連企業の研究開発のため
の施設の立地を主たる構成とするとされており，その立地にあたっては，被告の
企業誘致検討委員会が，立地希望者から提出された売買申込書に基づいて誘
致の適否等を審議することとされていた。
　また，被告は，そのような整備目的から，平成９年１０月２８日，建築協定運営
委員会が必要と認めた場合を除き原則として工場を建築できない旨の建築協定
の認可をa県知事に申請し，a県知事は同年１２月９日付けでこの建築協定を認
可した。
　なお，情報の森とちぎには，原告以外にもメーカーが入居しているが，そのうち
一社は，団地内で行う事業内容を「開発研究業務」として申請している。その他，
情報の森とちぎ内に製造ラインを設置しているところはない。

　　(3)　原告は，c町の上記各工場が住宅地に分散し，手狭であったことから，平成２年
ころ，工場の移転又は分工場の設置を検討するようになった。原告は，当初，原
告が同町内に他に有していた４０９８㎡の土地を移転先の有力侯補としていた
が，当該土地は小学校に隣接していたため，c町は，当該土地での工場操業は
問題があるとの認識を原告に示した。そこで，原告は，同年９月ごろから，他県
の工場団地等を含め，工場用地を本格的に探し始め，平成３年秋，北海道恵庭



市所在の用地を取得するための買付申込みをした。
ところが，被告が，同年８月ごろ，c町内に，技術開発を行う研究施設の誘致とこ
れに調和した住宅地開発を目的とする「c町ｄ地区研究施設用地，住宅用地造成
事業基本計画」を策定したことから，原告も，移転費用，従業員の雇用問題，優
秀な内職の確保等の観点から，ｄ台工業団地への入居を日指すこととし，平成４
年３月，恵庭市の用地取得を断った。
　ｄ台工業団地は，当初の計画では，平成６年１０月から造成工事に着手するこ
とになっていたが，地権者の協力が得られず計画の進展が見られなくなり，平成
８年には計画の見通しが全く立たない状態になった。そのころ，原告は，c町か
ら，同じくc町eに被告が開発した情報の森とちぎを紹介され，検討の上，c町に対
し，情報の森とちぎへの移転を希望する旨を申し出たが，c町は，県にも打診した
うえで，同年６月ごろ，原告が情報の森とちぎに立地するのが工場である以上入
居できないと回答した。これに対し，原告は，情報の森とちぎに移転できれば従
業員をそのまま雇用し続けることができ，また，移転費用も軽減できるなどの理
由により，情報の森とちぎが工場の移転先として最適であったことから，c町に対
し，何とか情報の森とちぎに移転したいと再度申し出るとともに，原告が情報の
森とちぎに入居できるよう関係方面に積極的に働きかけをして欲しい旨要望し
た。これに対し，c町も，町内から企業が流出する事態を避けるため，これに協力
することとした。

　　(4)　原告のＧ総務部長は，同年７月２７日，被告に提出する資料を説明する
ため，c町役場を訪れた。その際，c町の担当者から，「c町としては，情報の森と
ちぎへの原告入居に向けて全面協力する方針であるが，入居条件として，コンピ
ュータソフト関連企業のみに限定するという制限があることから，原告が製造メ
ーカーであるということをどうカモフラージュするか苦慮している。社屋の建築
は，一見して工場であるような建物は避けて欲しい（例えば，ノコギリ型の屋根
等）。原告は，公害（騒音，振動，におい等）のない精密機械の企業だと県に言っ
てある。資料を被告に提出する際，原告は開発指向の強い企業であること，精
密機械製造メーカーであることを強調するとともに，開発部門が明確に説明でき
る資料を提出するように。」との話がされた。

　　(5)　原告は，同年１０月２２日ころ，c町を経由して，被告に対し，「当社の
商品開発の概要」と題する書面等（乙６の１ないし６）を提出したが，そのうち同概
要書（乙６の１）には，「得意先から文字通りの開発パートナー，協力会社の位置
付けを受けている」との記載があり，組織表（乙６の２，３）は，開発関係部署を強
調したものとなっていた。
　また，原告は，同年１１月６日ころ，被告に対し提出した平面図（乙７の１，２）に
おいて，Ａゾーンとして「開発・技術部門」を挙げ，その面積を２３１０㎡とし，Ｂゾ
ーンとして「管理・製造部門」を挙げ，その面積を９９０㎡としていた。
　これに対し，同年１２月１７日，c町から原告に対し，上記平面図に記載された
部門別用途及び業務内容について説明書を提出するようにとの県からの指示が
伝えられた。原告は，「ソフト団地業務内容ご連絡の件」と題する書面（甲１５の
１）を提出し，その中で「Ｂ－１マシン室」については「開発・試作品を作成するに
際して組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－２成形室」については「成形製
品の組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－５完成品倉庫」については「開
発・試作品及び完成製品の保管する場所」などと説明した。

　　(6)　平成９年１月２２日に原告とc町との間で行われた打合せにおいて，被告に対す
る説明では製造部門は南那須工場ということにしておいて欲しいとの発言がc町
からあり，原告側はこれを了承した。

　　(7)　同年２月２１日に原告とc町との間で行われた打合せにおいて，Ｇ総務部長ら
が，情報の森とちぎへの入居の進展状況を確認したところ，c町の担当者は，原
告が頭脳立地法所定の業種に該当するか否か県とも協議したとした上，「県は，
該当しないので苦慮している訳です。」と述べたものの，県が原告を情報の森と
ちぎに誘致する方針であると伝えた上，同月２８日に予定されている県の企業調
査に際しては，「研究，開発，試作部門のみを情報の森とちぎに移転すると言っ
て下さい。決定してしまえば，どうにでもなりますから。」と述べた。

　　(8)　同月２８日に県商工振興課による企業調査がなされたが，それに先立って行わ



れた町開発課に対する事情聴取において，c町は，県商工振興課の担当者に対
し，「原告は，研究開発部門の拡充を図る上で，現在の東京本社では手狭になっ
たため，新たな研究施設の建設用地を検討してきた。原告は，昭和４０年からc
町を生産拠点としてきており，研究開発部門と生産部門とをなるべく近い場所に
置きたいとの希望を有しており，従業員のほとんどが地元雇用であることなどの
理由からも，c町内に用地を求めたいとの意向を有している。原告としては，１１０
００～１２０００㎡程度の敷地に設計室，試作室，実験室，展示室及び食堂を備え
た研究施設の建設を計画しているとのことである。」旨の説明をした。引き続き行
われた視察で，Ｂ社長は，「c町の企業として定着した感もあり，これからも同町
内でやっていきたいと考えている。研究開発部門を拡充するにあたり，工場の近
隣に用地を探していたので，情報の森とちぎに立地できれば最良と考えている。
情報の森とちぎには，主に東京本社で行ってきた研究開発部門を集約する。情
報の森とちぎ内の施設では，設計，試作，実験及び製品の展示を予定してい
る。」旨の説明をした。
　県商工振興課は，内部での検討の結果を踏まえ，同年３月１０日，被告及びc
町に対し，立地許可の意向を伝え，その際，製造ラインは認められない旨も伝え
た。

　　(9)　原告は，同月１３日ころ，町開発課を通じて許可の通知を受けたことから，同月２
５日，被告に対し，土地売買申込書を提出した。ところが，同申込書の「団地内で
行う事業内容」欄に，「自動車部品，照明器具，精密成形品の研究・開発・製造」
との記載がなされていた。被告の担当者であったＥ企業誘導担当主幹（以下「Ｅ
主幹」という。）は，同申込書に「製造」という文言があり，情報の森とちぎ内に工
場は建築できないはずなので，産業基盤整備室に確認に行った。これに対し，
産業基盤整備室は，試作品の製造については情報の森とちぎ内で行ってもよい
旨の回答をしたので，Ｅ主幹は，原告に対し，そのころ，「製造」は試作品ならば
可能である旨を伝えた。その際，原告から特に反論はなかった。

　　(10)　同年５月１６日に開催された企業誘致検討委員会において，原告の情報の森と
ちぎへの立地を認めることとなったが，その後，原告は，２度にわたり，売買契約
締結の時期の延期を願い出た。

　　(11)　その間，原告の担当者が，被告を訪ねてきた際に，Ｅ主幹が，情報の森とちぎ
内で物を製造するのか尋ねたところ，原告の担当者は，「うちはメーカーですから，立地
後当然に物を製造しますよ。」と答えた。そこで，Ｅ主幹は，情報の森とちぎ内で物を製
造することはできないので，産業基盤整備室に行ってよく相談するように指示をした。間
もなく，原告の常務取締役が，Ｅ主幹に対し，知事から既にお墨付きをもらっているの
に，なぜ再度，県と相談しなければならないのかと不満を言ってきたので，Ｅ主幹は，同
取締役に対し，産業基盤整備室に行くよう再度指示した。その後，Ｅ主幹が，産業基盤
整備室に結果を確認したところ，産業基盤整備室は，予定どおり原告の立地を認めると
の回答であったので，Ｅ主幹は，原告が産業基盤整備室の判断・意見に従って，試作品
の製造ということで了承したと判断した。
　　(12)　ところで，情報の森とちぎには，いわゆるメーカーの研究所も進出していたが，

進出企業の中には，情報の森とちぎ内で試作品の製造を行いたいとの希望を有
するものがあったことから，同年１１月２５日に開催された建築協定認可申請に
伴う聴聞会でもその点が問題となった。被告の企画調整室参事は，席上，生産
ラインをメインにした工場のみでは許されないが，研究開発を伴った必要な生産
はよく，研究開発に伴う試作は可能であると回答し，また，c町の都市計画課長
は，県とも相談したが，工場については明確な区別は困難であり，生産を目的と
するのではなく，研究開発における試作程度であれぱやむを得ないとのことであ
った旨の発言をした。

　　(13)　原告は，平成１０年５月１１日，売買契約締結の再延期を被告に願い出た際，Ｅ
主幹は，原告から提出された建築パース図等（乙４２の１及び２）に「宇都宮工場
新築工事」とのタイトルがあったことから，原告の担当者に対し，情報の森とちぎ
では，研究開発のための施設を建設することはできるが，製造を主とする工場は
建築できないと指摘し，県商工振興課とよく相談するようにと告げた。本件売買
契約は，以上の経過を経て，同年８月２１日に締結された。

　　(14)　原告は，東南アジアで金融不安が生じたことなどから，工場の移転をしばらく見
合わせていたが，平成１２年になって工場移転に着手することとし，設計事務所



に依頼して情報の森とちぎに立地する建築物の設計をした。ところが，同建築物
が明らかに工場であったことから，Ｂ社長は，同年９月１４日，被告に対し，「情報
の森とちぎへは既存工場の移転を当初から考えていた。c町長の力添えで工場
視察が行われた結果，県知事から最後認可が出た経緯があった。しかし，建築
設計図面を作成したが，これは工場であり，製造メーカーの域から免れられな
い，使用電力量も４５０～５００ＫＷであり，また，大型トラックが１日数回出入りす
る，近隣地へ，外資系会社が入居する予定と聞いており，契約思想の強い外資
系会社とのトラフルを避けたい，c町と社有地の収用問題があったが，条件が折
り合わず，打ち切り，予定していた取得用地への圧縮記帳も不能となった。」など
述べて，情報の森とちぎへの立地については種々の問題があることを懸念して
いるとして，撤退を申し出た。これに対し，被告の担当者は，「前任者からの引継
書類によると，原告は開発・技術部門及びその試作部門があり，開発・技術部門
の立地資料であるとみていた。県商工振興課が企業調査を打った際，原告は，
開発指向性の強い会社で，メーカーだと言っても騒音，煙，におい等の公害的な
ものは皆無と説明し，県は，原告は開発技術を主体とし，試作を行うものである
と判断し，最終的に県知事の了承を得て認可した。」と発言した。また，Ｂ社長
が，本件土地売買契約が錯誤であるとして，契約上定められた違約金を免除し
て欲しいと要請したところ，被告の担当者は，c町及び県と協議し，回答するとし
た。
　その後，同月２２日に行われた，c町，県商工振興課及び被告の三者協議にお
いて，被告の担当者は，はっきりとできる，できないと言う立場にない旨述べたの
に対し，c町の担当者は，最初から工場立地であるなら建築協定運営委員会に
かけるまでもない旨発言し，県商工振興課の担当者は，本件協定の制限に該当
することを説明して，それでも建築したい場合は，建築協定運営委員会に申請し
て審議してもらうことになると伝えるしかない旨の発言した。その後，被告は，原
告に対し，工場立地を行うとは書類上記載がないことを指摘し，被告としては売
買契約に錯誤はないとの認識を有しており，原告が撤退する場合は，契約上の
違約金が発生すると伝えた。

　　(15)　原告は，平成１３年１月３１日付けで，建築協定運営委員会に審議を申請する
とともに，設計図等を同委員会に提出した。設計図は，その表題こそ「宇都宮事
業所」となっていたが，「本体工場棟２階建」との記載があり，そのほとんどを工
場部分が占め，開発設計関係は，２階に「開発設計室」というものがわずかに設
けられていた程度にすぎなかった。

　　(16)　同年２月２６日に開催された建築協定運営委員会で，上記（５）のとおり，契約
時の部門別内訳が開発技術部門７割，管理製造部門３割となっていたのに対
し，同委員会に提出した上記設計図では，その比率が逆転している理由につい
て委員が問い質したところ，Ｂ社長は，「当初から現在の工場を丸ごと移転する
考えであり，c町もそれを認識していた。情報の森とちぎの建前，実態からして，
最初から工場を全面に出したのではまずいということになり，工場の名前は出さ
ないようにとのc町の指示に従い，名前も事業所とし，このような提出書類も作文
できるものはするということをしてきた。実態は工場であるが，研究開発部門をク
ローズアップさせて移転ということで話を進めてきた。」と述べた。c町出身の委員
は，「申込時の内容は，研究開発ということであり，町も支援はしているが，c町及
び県商工振興課も研究開発・試作主体との理解であり，製造工場との認識はな
かった。今回逆転して製造主体で一部研究開発となっているが，当時と若干流
れが変わってきていると感じている。」と述べた。委員から工場だと否決される可
能性も認識していたのかと問われたのに対し，Ｂ社長は，「何とかいけるのでは
ないかとの判断があり，そのうち用途変更も行われたりと，そういう思惑もあっ
た。」などと述べた。
　原告の関係者が退席した後，審議が行われた結果，被告出身の委員は勿論，
c町出身の委員及び県出身の委員も工場にあたるので本件協定６条により承認
できないとの結論に達し，同委員会は，同年３月２３日付けで原告の建築計画は
本件協定が建築を禁止する工場に該当するので承認しない旨の通知をした。

　　(17)　同年４月２４日，原告とc町との間で打合せが持たれたが，その際，Ｂ
社長は，「建築協定運営委員会に提出したものと，申込時に提出したものは大き



な違いがなく，同委員会及び被告，県は工場であり受け付けられないという建前
での回答が日立つ。申込の際にも「製造」部門もあることを記載していた。」と発
言し，c町に対し，契約時に錯誤があったため契約解除について助力願いたいと
要望した。これに対し，c町の担当者は，「原告が，情報の森とちぎへ進出するに
至る経過については，原告と認識に違いがない。」と発言するとともに，設計図の
変更，研究開発部門と製造部門の割合の変更等を行えば，これまでの経過もあ
るので，施設の建設が認められることも可能と思われる旨発言した。

　　(18)　結局，原告は，本件敷地上に工場を建築することを取り止め，同年１２　　　月２
７日，本件訴訟を提起した。
　２　争点(1)（本件合意の有無）について
　　(1)　上記１に認定の事実に基づいて検討すると，自動車部品の製造等を営む原告

は，もともと三箇所に分かれていた既設の工場の全体を情報の森とちぎに移転
して単一の工場とすることを希望し，当初その希望をc町に表示したところ，同町
から，県とも協議した結果原告が情報の森とちぎに立地するのが工場であること
を理由に断られたものの，情報の森とちぎが工場の移転先として最適であったこ
とから，本来情報の森とちぎに工場を立地することはできないことを十分知悉し
ながら，是非情報の森とちぎに移転したいと考え，c町に県への働きかけを依頼
したほか，被告に提出した計画図面等においても，原告において立地する施設
が研究開発主体であることを強調するなどして本件売買契約の締結に至ったの
であるが，工場建築に着手するに当たり作成した設計図上実際に建築する施設
が工場であることが明らかであったことから，c町及び被告に対し，情報の森とち
ぎからの撤退を表明するとともに，同設計図を改めて提出して，被告の建築協定
運営委員会に審議を申請したものの，原告の予定する施設が工場であることを
理由に承認を得られずに終わったものである。ところで，情報の森とちぎは，上
記１に認定のとおり，情報関連産業の技術高度化と地域産業の高度化の促進
が整備目的とされ，かかる制度目的から，情報の森とちぎの区域内に建築協定
運営委員会の承認を得ない限り工場を建設できないとの本件協定が設けられて
いたほか，被告は，生産ラインをメインとした工場は立地できないものの，本件
協定の下でも研究開発に伴う試作は可能であるとの意向であったのであり，した
がって，被告としては，原告が本件敷地上に完成品の製造を目的とする工場を
立地することに応じる立場になかったほか，手続的にも，建築協定運営委員会
の審議を経ない段階で工場の立地に承諾を与えることはできなかったのである
から，原告と被告との間に，本件合意が黙示的にせよ成立する余地がないこと
が明らかというべきであり，また，上記１に認定の事実によれば，本件売買契約
締結の際，被告は，原告において研究開発主体の施設を本件敷地上に建築す
ると考えていたに過ぎないと認めることができる。

　　(2)ア　証拠（乙１５の５）によれば，被告が保管する情報の森とちぎの分譲経過を記
載した文書（乙１５の５）中に，c町のＨ町開発課長が平成８年に被告に対し，c
町内において工場を操業中の原告から情報の森とちぎに移転したいとの話が
ある，町としてはこの話を進めなければ工場が町外に流出してしまう，被告に
も受け入れを検討して欲しいと要請した旨の記載があることが認められる。し
かしながら，証拠（証人Ｅ）によれば，上記文書は，Ｅ主幹の前任者が作成した
ものであること，原告から被告に提出された文書には，研究開発主体の施設
を建築すると記載され，Ｂ社長自身も，県商工振興課の企業調査の際に，既
設の工場に近接する情報の森とちぎに，東京本社で行ってきた研究開発部門
を集約する施設を立地し，設計，試作，実験及び製品の展示を予定している
旨の説明をしたこと，以上から，原告から土地売買申込書の提出を受けた当
時の被告の担当者であったＥ主幹は，原告が研究開発主体の施設を建築す
ると理解していたことが認められる。この事実によれば，上記文書の記載をも
って，原告が被告に土地売買申込書をもってした売買申込みが，c町の町開
発課長が平成８年にした原告の既設の工場自体を情報の森とちぎに移転す
る話の延長としてされたとは直ちに認められないし（上記文書が，平成９年５
月１６日に開催された原告への分譲の適否を審査する企業誘致検討委員会
の資料として提出されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。），上記１に
認定の事実経過からすれば，原告から土地売買申込書の提出を受けた当時
の被告の担当者が，原告の売買申込が原告の既設の工場自体を情報の森と



ちぎに移転することを内容とするものと理解していたとは到底認められない（c
町の職員であった証人Ｆは，県に対し，原告が既設の工場自体を情報の森と
ちぎに移転することを希望している旨を伝えたと証言するが，同証人の証言に
よっても，伝えた時期及びその相手方の氏名も明らかではないほか，同証人
自身，平成７年に直接の担当を離れたこと〔証人Ｆ〕に鑑みると，同証人の上
記証言を採用することはできない。）。

　　　イ　また，証拠（甲１５の１，乙７の１，２）によれば，上記１(5)のとお
り，原告作成の平面図（乙７の１，２）に，「マシン室」，「成形室」，「完成品倉
庫」との記載がある上，原告作成の「ソフト団地業務内容ご連絡の件」と題す
る書面（甲１５の１）にも，「Ｂ－１マシン室」については「開発・試作品を作成す
るに際して組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－２成形室」については
「成形製品の組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－５完成品倉庫」につい
ては「開発・試作品及び完成製品の保管する場所」との記載があることが認め
られる。
　しかしながら，上記１に認定の事実によれば，情報の森とちぎにおいても研
究開発に伴う試作は可能とされていたこと，被告は製造ラインは認められない
旨c町に伝えていたほか，県商工振興課の企業調査の際にも，Ｂ社長自身，
東京本社で行ってきた研究開発部門を情報の森とちぎに集約すると説明して
いたことからすれば，被告は，上記平面図及び上記書面の各記載について，
いずれも，研究開発に伴う試作品の製造を意味すると解した余地があり，上
記各記載をもって，直ちに，被告が原告において本件敷地上に工場を建築す
ると認識していたと認めることはできない。

　　　ウ　証拠（甲１５の２）によれば，原告が被告に提出した土地売買申込書（甲１５の
２）の「団地内で行う事業内容」欄に「製造」との記　　　　　載があるほか，平成９年５月１
６日に開催された企業誘致検討委員会の添付資料（乙１５の３）にも，「団地で行う事業」
欄に「製造」　　　　との記載があることが認められる。しかしながら，上記１に認定の事
実によれば，被告は，情報の森とちぎにおいても研究開発に伴　　　　う試作は可能とし
ていたに過ぎず，製造ラインは認められない旨県商工振興課からc町に対し明確に伝え
られていたほか，上記イ　　　　　の企業調査の際にしたＢ社長自身の発言からすると，
土地売買申込書及び添付資料の各一部に「製造」との記載があることをもっ　　　　て，
被告が原告において本件敷地上に工場を建築することを承知した上でこれを認めたと
いうことはできない。
　　　エ　証拠（甲１７，乙２６）によれば，平成１０年５月１１日に行われた原告と被告との
協議の結果を記録した議事録（甲１７，乙２６）に　　　　　は，被告の担当者の発言とし
て，「本件が工場立地審議会にかかるか否か心配している。その理由は，ソフトリサーチ
パーク自体　　　　　が，情報産業か研究施設の誘致を目的としたプロジェクトであり，ソ
フトリサーチパークに誘致している他企業からクレームが来る　　　　　可能性があるから
である。」との記載があることが認められる。しかしながら，上記ウに説示のとおり，被告
は，情報の森とちぎにお　　　　いても研究開発に伴う試作は可能としていたところ，原告
は自動車部品の製造を営む会社であることからすれば，被告の担当者の　　　同発言
は，このような研究開発に伴う試作が，原告の業務内容からして工場立地法の対象とな
る場合があることを危倶しての発言と　　　解する余地があり，上記記載をもって，研究
開発に伴う試作を超えた完成品の製造を行う工場の建築について同日原，被告間で協
　　　議がされたと直ちに認めることはできない（なお，同日，原告の担当者が本件売買
契約締結の再延期の申し出のために被告を訪　　　　　れ，その際，Ｅ主幹が，原告が持
参した建築パース図等に「宇都宮工場新築工事」と記載されていたことから，情報の森
とちぎでは製　　　造を主とする工場は建築できないと指摘し，県商工振興課とよく相談
するようにと告げたことは，上記１（１３）に認定のとおりである。）。
　　　オ　他に，原告と被告との間に本件合意があったことを認めるに足りる証拠はな
い。
　　(3)　以上の次第で，原告と被告との間に，本件合意があったとは認められないから，

原告の被告の債務不履行を理由とする本件売買契約解除の主張は，その余の
点について判断するまでもなく，採用できず，原告の主位的請求は理由がない。

　３　争点(3)（錯誤）について
　　(1)ア　上記１に認定の事実によれば，原告は本件敷地に工場を建築するとの動機を
もって本件売買契約を締結したことが認められ　　　　　　る。
　　　イ　そこで，原告の上記動機が被告に表示されたかについて以下検討する。



　　　　(ア)　上記１に認定の事実，特に，情報の森とちぎは，情報関連企業の研究開発
のための施設の立地を主たる構成とするとされていること，c町も，情報の
森とちぎへの原告の入居に際しては，コンピュータソフト関連企業に限定す
るとの入居制限との関係が問題になる旨原告に伝えていたこと，平成９年２
月２１日の打合せにおいて，原告は，c町から，県商工振興課の企業調査の
際，研究，開発，試作部門のみを情報の森とちぎに移転すると説明するよう
にと言われ，実際に，Ｂ社長は，県商工振興課の企業調査において，情報
の森とちぎには東京本社で行ってきた研究開発部門を集約する施設を立地
し，設計，試作，実験及び製品の展示を予定している旨の説明をしたこと，
県商工振興課は，このような調査の結果を受け，原告の立地を認めたこと
からすれぱ，原告は，被告に対し，情報の森とちぎには，東京本社の研究
開発部門を集約する施設を立地するとの動機を表示していたに過ぎないと
認めるのが相当である（仮に，本件敷地に工場を建築するとの原告の動機
が被告に表示されていたのであれば，被告としては，上記１(12)に認定のと
おり，生産ラインをメインとした工場は立地できないとの見解であったのであ
るから，工場を建築したいとの原告の希望に応じられないことを当然原告に
伝えたはずであり，そのようなことを被告がしていないことからも，原告の上
記動機が被告に表示されていなかったことが明らかというべきである。）。

　　　　(イ)　以上に関し，被告が保管する情報の森とちぎの分譲経過を記載した文書
（乙１５の５）中に，c町の町開発課長が平成８年に被告に対し，c町内におい
て工場を操業中の原告から情報の森とちぎに移転したいとの話がある，町
としてはこの話を進めなければ工場が町外に流出してしまう，被告にも受け
入れを検討して欲しいと要請した旨の記載があることは，上記２(2)アに認定
のとおりである。しかしながら，原告が被告にした売買申込みが，c町の町
開発課長が平成８年にした原告の既設の工場自体を情報の森とちぎに移
転する話の延長としてされたものでないことは，上記２（２）アに説示のとおり
であり，したがって，上記文書をもって，原告の上記動機が被告に表示され
たとはいえない。
　また，原告作成の平面図（乙７の１，２）に，「マシン室」，「成形室」，「完成
品倉庫」との記載がある上，原告作成の「ソフト団地業務内容ご連絡の件」
と題する書面（甲１５の１）にも，「Ｂ－１マシン室」については「開発・試作品
を作成するに際して組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－２成形室」に
ついては「成形製品の組立・加工をする機械の設置場所」，「Ｂ－５完成品
倉庫」については「開発・試作品及び完成製品の保管する場所」との記載が
あることは，上記２（２）イに認定のとおりである。しかしながら，上記１に認
定の事実によれば，情報の森とちぎにおいても研究開発に伴う試作は可能
とされていたものの，製造ラインは認められない旨県商工振興課からc町に
対し明確に伝えられていたこと，上記１（５）に認定のとおり，県商工振興課
の企業調査の際にも，原告は，東京本社で行ってきた研究開発部門を情報
の森とちぎに集約すると説明していたことからすれぱ，被告は，上記平面図
及び上記書面の各記載について，いずれも，研究開発に伴う試作品の製造
を意味し，完成品の製造までを意味するのではないと解した余地があり，上
記各記載をもって，原告の上記動機が被告に表示されたとはいえない。　
土地売買申込書（甲１５の２）の「団地内で行う事業内容」欄に「製造」との記
載があるほか，平成９年５月１６日に開催された企業誘致検討委員会の添
付資料（乙１５の３）にも，「団地で行う事業」欄に「製造」との記載があること
は，上記２（２）ウに認定のとおりである。しかしながら，上記１（９）に認定の
とおり，Ｅ主幹が県商工振興課に確認し，試作品の製造ならよい旨の回答
を受け，原告に対し，試作品なら可能である旨を伝え，その際，原告から特
に反論はなかったのであるから，上記土地売買申込書及び添付資料の各
記載をもって，原告の上記動機が被告に表示されたとはいえない。

　　　　(ウ)　他に，原告の上記動機が被告に表示されたことを認めるに足りる証拠はな
い。
　　(2)　以上のとおり，原告の上記動機が被告に表示されなかった以上，原告の錯誤無
効の主張は，採用できず，原告の予備的請求も　　　　理由がない。
第４　結論



　　　よって，原告の請求はいずれも理由がないから，これを棄却し，主文のとおり判決
する。

宇都宮地方裁判所第１民事部　　　　　　　　　　　

裁判長裁判官　　岩　　田　　　　　眞　

裁判官　　松　　永　　栄　　治　

裁判官　　宮　　田　　祥　　次　

（物件目録省略）


